別記様式第4号(第3条関係)
	墓所使用許可証


	許　可　番　号
	第　　　　　　  　　　　号

	使用者
	住　　所
	

	
	氏　　名
	

	墓　地　名
	　　　　　　　   　墓地
	区画番号
	　　　　　　　　　番

	面 　　 積
	　　　　　　　   　㎡
	使 用 料
	　 　  　　　　 　　円

	代理人
	住　　所
	

	
	氏　　名
	

	
	使用者から　　みた続柄
	

	備　　考
	

	
[bookmark: _GoBack]美唄市墓地条例施行規則(　年規則第　号)第3条の規定により、上記のとおり墓所の使用を許可します。
　　　　　　　　
年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美唄市長　　　　　　　　　　　印




(注)(1)この許可証は、大切に保管してください。
　　(2)裏面の注意事項をお守りください。



（裏）
〇　注意事項

1　この許可証を紛失し、又は汚損したときは、再交付を受けてください。

2　次の場合は、この墓所使用許可証と関係書類を持参し、届け出てください。
(1) 住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 美唄市外に転居するとき。
(3) 使用者が死亡したとき。
(4) 埋葬、埋蔵又は改葬を行うとき。
(5) 墓所に墳墓等の設置その他の工事を行うとき。
(6) 墓所を返還するとき。

3　使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことがあります。
[bookmark: 13001129001000000497](1) 死亡し、又は所在が不明となり、かつ、承継者がないとき。
[bookmark: 13001129001000000501](2) 使用許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。
[bookmark: 13001129001000000505](3) 使用権を得たる後満1年を経過するも使用上なんらの設備もないとき。
[bookmark: 13001129001000000509](4) 美唄市墓地条例及び美唄市墓地条例施行規則に違反し、墓所使用の権利を他に譲渡したとき。
[bookmark: 13001129001000000513](5) 美唄市墓地条例及び美唄市墓地条例施行規則に基づき発する命令に違反したとき。

4　使用者が死亡したときは、承継人となる者は速やかに承継の手続を行ってください。

5　その他美唄市墓地条例及び美唄市墓地条例施行規則の規定を守らなければなりません。
